
「事後審査型（ダイレクト型）一般競争入札」 
 

電子入札案件の確認方法等について 

公告日に、春日部市公式ホームページに及び埼玉県の入札情報公開システムに公告を掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※仕様書等の入札に必要なその他の書式は、次ページの手順により、入札情報公開シ

ステムからダウンロードをしてください。 

 
  

各案件の公告はここからダ

ウンロードできます。 



【発注情報の確認方法について】 

①入札情報公開システムを開きます。 
「埼玉県電子入札綜合案内」トップページの中程にある〔入札情報公開システム〕をクリック

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②入札情報公開システムから対象の案件を検索します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システム入口にある、 

「入札情報公開システム」をクリックし

ます。 

①「物品等」を選択します。 

②「２ 発注情報の検索」をク

リックします。 



 
 ・検索条件を絞り込んで、［検索ボタン］を押します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・条件に一致する案件の一覧が表示されますので、該当する案件の｢調達案件名称｣をクリック

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③｢春日部市｣を選択 

④｢一般競争入札（標準型｣を選択 

⑤｢公開日｣にチェックを入れて、検

索範囲は、今回の案件の公告日が

苦含まれるよう設定します。 

⑥該当する案件の名称をク

リックします。 



 
 ・発注情報画面が開きますので、｢概要書｣等の書類をダウンロードします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※必要な書類をダウンロードしていただき内容を確認の上、各案件の公告中「５．入札手続の日

程等」の期日までに、電子入札システム上から「競争参加資格確認申請書」及び「入札書」等の
提出をおこなってください。 

 
 
  

⑦入札公告、発注図書等をダ

ウンロードできます。 

質問書等の様式はここからダウ

ンロードします。 



【紙による入札について】 

 
春日部市では令和７年度より、物品等においても順次、電子入札を実施しています。 
電子入札とした案件では、電子入札システムから入札を行うこととなりますが、やむを得ない理

由がある場合のみ、申請書を提出し承認を受けた上で、紙での入札参加を認めています。 
 
※紙による入札参加を認める案件は、各案件の「公告事項」中にその旨を記載しています。 
 
「本案件については、やむを得ない理由がある場合（電子証明書の取得が間に合わない等）、紙

入札による参加を可能とする。」 
 
 
紙による入札参加を希望する場合は、春日部市物品売買等電子入札運用基準の（様式１）「紙入

札方式参加申請書」を、各公告案件中「５．(1) 競争参加資格確認申請書の提出」の期間内に契
約課へ提出をしてください。 

 
※「春日部市物品売買等電子入札運用基準」は春日部市公式ホームページ上の「共通：契約関係

の規則など」のページからダウンロードすることができます。 
 
 
【やむを得ない理由の例】 

① 代表者等の変更（改姓、改名を含む）により、新電子証明書の取得が間に合わない場合 
② 電子証明書の閉塞（ＰＩＮ番号の連続した入力ミス）、破損、盗難等による再発行手続き中の

場合 
③ 電子入札の導入準備を行っているが、間に合わなかった場合 

※ 上記①〜③は社会通念上、相当と考えられる手続き期間に限ります。 
④ 機器の故障や不具合等、春日部市がやむを得ない事情があると認める場合 

 
 
 
 
 
 

問合せ先 
春日部市総務部契約課契約担当 
電 話 :048-736-1128（直通） 
メールアドレス:nyusatsu@city.kasukabe.lg.jp 
ファックス:048-734-5516 
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